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◆人材確保や人材育成に関する見直しを予定 

厚生労働省の雇用関係助成金は、毎年見直しが行われ

ます。令和８年度の雇用関係助成金においては、人手不

足が続いていることを踏まえ、人材確保や人材育成に関す

る見直しが予定されています。 

厚生労働省の資料からピックアップして紹介しますので、

気になるものはお問い合わせください。 

 

◆65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース) 

事業主が段階的に高年齢者の雇用推進措置を講じた

場合にも助成を受けられるよう、１事業主当たり１回限りとし

ていた取扱いが廃止されます。 

また支給額は、現行の10万円～160万円から15万円

～240万円に変更されます（継続雇用制度の導入について

は、希望者全員を対象とする措置を講じた場合に助成額を

増額して支給）。 

さらに、「他社による継続雇用制度」の導入について、定

率の助成から定額の助成に変更し、16万円～105万円が

支給されるようになります。 

 

◆高年齢者無期雇用転換コースの見直し 

対象となる高年齢の有期契約労働者について、期間の

定めのない労働契約を締結する労働者へ転換した場合に、

有期契約労働者１人につき23万円（中小企業は30万円）

だった支給額が、１人につき30万円（中小企業は40 万円）

に変更されます。 

 

◆人材開発支援助成金人材育成支援コースの拡充 

45歳以上の労働者を対象とした訓練が、助成対象に追

加されます。OJT と OFF-JT を組み合わせた訓練を実施し、

訓練修了後、訓練受講者の賃金が５％以上増額している

などの要件を満たす場合に、所定額の支給が受けられま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府は、令和９年４月からの特定技能および育成就労制

度に関し、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関

する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及

び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」

（以下、「分野別運用方針」という）を１月23日に閣議決定し

ました。分野別運用方針のポイントは以下の通りです。 

 

◆対象分野と受入れ見込数 

対象分野は、特定産業19分野、育成就労産業17分野

で構成され、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環が新たに

追加されます（自動車運送業・航空は特定産業のみ）。これ

らは人手不足が特に深刻として、分野ごとに受入れ見込数

（上限として運用）が示されました。全体の受入れ見込数は、

特定技能80万5,700人、育成就労42万6,200人の合計

123万1,900人（令和11年３月末まで）です。 

 

◆日本語能力の水準 

日本語能力の水準は、育成就労開始時は日本語A1相

当（または同等の講習受講）、１年経過時はA1相当以上、

本人意向による転籍時はA2.1相当以上、育成就労終了

（特定技能１号相当）時はA2.2相当以上、特定技能２号で

はB1相当以上が目安です。 

分野によって上乗せもあり、例えば自動車運送業（バス・

タクシー）では、原則日本語B1を求めますが、日本語サポ

ーターの同乗など一定の条件を満たすとA2.2まで引下げ

可能です。 

 

◆転籍、上乗せ基準 

育成就労制度では本人意向による転籍が認められてお

り、当面は分野ごとに１～２年の転籍制限期間があります。

ほかに、制度の適正性を確保するため、特定の分野で上

乗せ基準（事業者の範囲の限定（許認可等）などの追加要
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件）を設けています。なお、運用要領は追って公開される予

定です。 

【参考】 

育成就労制度に係る制度の運用に関

する基本方針・分野別運用方針・運用

要領（出入国在留管理庁） 
 

 

 

 

 

 

◆「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツー

ル」とは？ 

厚生労働省は１月、「産休・育休中の経済的支援かん

たん試算ツール」を公開しました。このツールは、利用する

従業員（「ママの場合」、「パパの場合」に分かれている）の

情報を入力することによって、出産時や育児休業中に受け

取れる給付金などの額が簡単に試算できるというものです。 

入力する項目は以下のとおりです。 

・子どもの出生日（子どもが生まれる前は出産予定日） 

・生まれる（た）子どもの人数  ・勤務地  ・給与形態 

・休業開始前の給与月額    

・出生後休業支援給付金の申請の有無 

 

◆何が試算できるの？ 

「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」では、

以下の金額を試算することができます。 

・出産手当金  ・出産育児一時金  ・育児休業給付金   

・出生後休業支援給付金  ・社会保険料免除額 

「結果を表示する」をクリックすると、それぞれの支給額が

算出されます。また、月ごとの支給額（見込み）、給付額、

社会保険料免除額、計算根拠等も表示されます。 

 

◆利用の注意点 

このツールの計算結果については、あくまで目安であり、

実際の給付額を保証するものではありません。また、各制

度の要件（被保険者資格、勤務状況、休業期間など）を満

たさない場合は支給の対象になりません。 

実際に制度を利用するためには、勤務先や健康保険組

合、ハローワークなどでの手続きが必要です。詳細な制度

内容や申請方法については、厚生労働省や協会けんぽ

等のホームページを確認してください。 

従業員の出産や育児休業の際に活用してみてはいか

がでしょうか。 

【参考】 

産休・育休中の経済的支援かんたん

試算 

 

 

 

 

◆事業譲渡等指針改正 

金融機関による事業性融資への取組みを促す施

策の１つとして、企業価値担保権の創設等を内容と

する「事業性融資の推進等に関する法律」が令和６

年６月に成立、令和８年５月 25 日に施行されます。

これを受け、この企業価値担保権の活用がなされた

場合も必要な労働者保護が図られるよう、「事業譲

渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき

事項に関する指針」の改正が行われました。 

◆企業価値担保権とは 

不動産担保や経営者保証に過度に依存しない、事業

の将来性に基づく融資を後押しする制度であり、事業全体

の価値が担保価値となります（技術力や今後の事業展開

の可能性を評価）。原則として、担保となっている事業を売

却するときは「事業譲渡」の方法が用いられます。他の担

保制度と比べて手厚い労働者保護が図られる点が特徴で

す。 

◆指針の改正ポイント 

① 企業価値担保権の設定時 ： 会社は、労働組合等に

対して経営課題等に関する意見交換や情報提供に取り組

むことが望ましいとされています。 

② 企業価値担保権の実行時 ： 管財人は、労働組合等

に対し、労働者の権利（賃金債権、団体交渉権等）の行使

に必要な情報の提供に努めることや、事業譲渡による雇用

や労働条件の影響について話し合うこととされています。 

③ 事業譲渡の実行時 ： 労働債権（賃金・退職金）につ

いて、優先的に支払うこととされています。労働契約の承

継については、個々の労働者から承諾を得ることが必要で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の譲渡を行う際に会社等が守るべきル

ールが変わりました！ 

 

みなさん こんにちは。 

令和 8 年度の年金額・国民

年金保険料が公表されました。 

★国民年金額例（月額） 

 70,608円（＋1,300円） 

★国民年金保険料（月額） 

17,920円（＋410円） 

どちらも前年度より引き上げ

になりました。 

 

黒柴 夢ちゃんから一言 

「産休・育休中の経済的支援かんたん試

算ツール」が公開されました 


